
 

奈良先端科学技術大学院大学グリーンエコノミーコンソーシアム実施要領 

 

令和４年９月１４日 

学  長   裁  定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科附属デ

ジタルグリーンイノベーションセンターの運営に関する規程（令和２年規程

第３号）第２条に掲げる業務を推進するため、奈良先端科学技術大学院大学

先端科学技術研究科附属デジタルグリーンイノベーションセンター（以下「Ｃ

ＤＧ」という。）が組織し、及び運営するグリーンエコノミーコンソーシアム

（以下「本コンソーシアム」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 本コンソーシアムは、グリーンエコノミーの実現に向け、奈良先端科

学技術大学院大学（以下「本学」という。）と民間企業等のステークホルダー

が、それぞれの専門性と多様性による共創を通じ、デジタルグリーン科学技

術の更なる深化、当該科学技術による研究成果の社会実装（研究の結果得ら

れた新たな知見や技術により、社会や経済に便益をもたらすことをいう。第

４条において同じ。）、次代の科学技術・イノベーションを担う人材の育成等

を共同で推進することを目的とする。 

 

（本コンソーシアムの名称） 

第３条 本コンソーシアムの名称は、「ＮＡＩＳＴグリーンエコノミーコンソー

シアム」とする。 

 

（活動内容） 

第４条 本コンソーシアムは、次に掲げる活動を行う。 

（１）知識及び情報の交換 

（２）共同研究等の促進（研究成果の社会実装に関することを含む。） 

（３）人材の交流及び育成 

（４）その他本コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動 

 

（会員資格） 

第５条 本コンソーシアムの会員（以下「会員」という。）は、本コンソーシア

ムへの入会手続を行い、第１６条の運営委員会が承認した団体若しくは法人

又は大学等に所属する研究者若しくは有識者とする。 

 

（義務） 

第６条 会員は、この要領及び第１６条の運営委員会の議決を遵守しなければ

ならない。 

 



 

（入会） 

第７条 本コンソーシアムへの入会を希望する者は、あらかじめ、入会申込書

（別紙様式第１号）を本コンソーシアムに提出し、第１６条の運営委員会の

承認を得て会員となることができる。 

２ 本コンソーシアムへの入会に当たっては、次の各号に掲げる要件を満たす

ものとする。 

（１）本コンソーシアムの目的に賛同し、この要領を遵守すること。 

（２）会員として団体名若しくは法人名又は個人名が公開されることを了承す

ること。 

（３）その他入会を認めることが不適当であると本コンソーシアムが認める者

でないこと。 

３ 会員期間は、第１６条の運営委員会が承認した入会日から始まり、当該入

会日の属する第１９条の会計年度の３月３１日までとする。 

４ 会員から本コンソーシアムに会員期間の満了前に第１０条に定める退会の

届出がないときは、同一条件で更に１年間会員期間は継続し、以後も同様と

する。 

 

（会員種別等） 

第８条 会員の種別、活動範囲及び特典は、別表のとおりとする。 

２ 法人会員は、会員の種別の変更を希望するときは、会員種別変更申込書（別

紙様式第２号）を本コンソーシアムに提出し、第１６条の運営委員会の承認

を得て変更することができる。 

３ 会員は、団体名、所在地、代表者氏名その他会員に関する情報に変更があ

った場合は、速やかに、その旨を本コンソーシアムに届け出るものとする。 

 

（会費） 

第９条 会員は、第１９条に定める会計年度において、別表に定める会費を支

払うものとする。 

２ 前条第２項の定めによって第１９条に定める会計年度の途中に会員の種別

を変更した会員は、変更後の会員の種別の会費を新たに納付しなければなら

ない。 

３ 前２項の定めにかかわらず、特に必要があると認める場合は、第１２条第

２項の会長は第１６条の運営委員会の承認を経て、会費の一部又は全部を免

除することができる。 

４ 会員は、本学の発行する請求書により、会費を所定の期間内に納付しなけ

ればならない。 

５ 本学は、会費のうち、２０パーセントに相当する額を本学の教育研究環境

の整備充実等に要する経費（第１９条において「共通経費」という。）として

受け入れることを基本とする。 

６ 本学は、原則として納付された会費は返還しない。 

 

（退会） 



 

第１０条 会員は、退会届出書（別紙様式第３号）を本コンソーシアムに提出

することにより、随時本コンソーシアムから退会することができる。 

 

（除名） 

第１１条 本コンソーシアムは、会員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該

当すると第１６条の運営委員会が認めた場合は、本コンソーシアムから除名

することができる。 

（１）本コンソーシアムの名誉を著しく毀損する行為又は会員としての品位を

損なう行為があったとき。 

（２）この要領に違反したとき。 

（３）法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。 

（４）暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋その他反

社会的勢力（以下この号において「反社会的勢力」という。）であるとき、

又は反社会的勢力と特定の関係があるとき、若しくはそのおそれがあると

き。 

（５）その他会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき、又はその

おそれがあるとき。 

 

（役員） 

第１２条 本コンソーシアムに、役員として、会長１名及び副会長若干名を置

く。 

２ 会長は、本コンソーシアムを代表して会務を総理するものとし、ＣＤＧに

所属する本学の教職員のうちから、先端科学技術研究科附属デジタルグリー

ンイノベーションセンター長（次項において「附属センター長」という。）が

指名する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会

長が欠けたときは、その職務を行うものとし、ＣＤＧに所属する本学の教職

員のうちから、附属センター長が指名する。 

４ 役員の任期は２年を基本とし、再任されることができる。 

 

（顧問） 

第１３条 本コンソーシアムに、本コンソーシアムの運営に関する重要事項に

ついて意見及び助言を行う顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、本コンソーシアムの運営に関し必要な知識及び経験並びに優れた

学識を有する者のうちから、第１６条の運営委員会の承認を得て、会長が委

嘱する。 

３ 顧問の任期は１年を基本とし、再任されることができる。 

 

（アドバイザー） 

第１４条 本コンソーシアムに、本コンソーシアムの活動に関する意見及び助

言を行うアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、本コンソーシアムの活動に関し必要な知識及び経験を有



 

する者のうちから、第１６条の運営委員会の承認を得て、会長が委嘱する。 

３ アドバイザーの任期は１年を基本とし、再任されることができる。 

 

（運営委員） 

第１５条 本コンソーシアムに、適正かつ円滑に本コンソーシアムを運営する

ため、若干名の運営委員を置く。 

２ 運営委員は、ＣＤＧ、研究推進機構又は教育推進機構に所属する者をはじ

めとする本学の教職員のうちから、第１６条の運営委員会の承認を得て、会

長が選任する。 

３ 運営委員の任期は２年を基本とし、再任されることができる。 

４ 補欠又は増員により選任された運営委員の任期は、前任者又は現任者の残

任期間とする。 

５ 運営委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではそ

の職務を遂行しなければならない。 

６ 会長は、運営委員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると第１６

条の運営委員会が認めた場合は、運営委員を解任することができる。この場

合において、第１６条の運営委員会は、あらかじめ、当該運営委員に弁明の

機会を与えなければならない。 

（１）心身の故障等のため職務の遂行に堪えないとき。 

（２）その他運営委員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。 

 

（運営委員会） 

第１６条 本コンソーシアムに、本コンソーシアムの重要事項について議決す

る機関として、運営委員会を置く。 

２ 運営委員会の審議事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）会員の入会及び除名並びに会員種別の変更に関する事項 

（２）事業の計画及び報告に関する事項 

（３）収支の予算及び決算に関する事項 

（４）顧問の選任に関する事項 

（５）アドバイザーの選任に関する事項 

（６）運営委員の選任及び解任に関する事項 

（７）専門委員会の設置、廃止及び変更に関する事項 

（８）この要領の改廃に関する事項 

（９）その他運営委員会が必要と認めた重要事項 

３ 運営委員会は、次に掲げる者で構成する。 

（１）会長 

（２）副会長 

（３）運営委員 

４ 運営委員会に議長を置き、会長をもって充てる。 

５ 議長は、運営委員会を主宰する。 

６ 議長が必要と認めたときは、第３項に定める構成員以外の者を出席させる

ことができる。 



 

７ 運営委員会は、構成員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決

することができない。 

８ 運営委員会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

９ 議長は、特に必要があると認める場合は、書面又は電磁的方法（電子メー

ルを含む。以下この項において同じ。）によって議決することができる。この

とき、書面又は電磁的方法を用いることにより、第７項の出席及び前項の意

思表明とみなす。 

 

（専門委員会） 

第１７条 本コンソーシアムに、特定の事案ごとに専門委員会を設置すること

ができる。 

２ 専門委員会に委員長を置き、運営委員のうちから会長が選任する。 

３ 委員長は、専門委員会を主宰する。 

４ 専門委員会は、会員又は本学の教職員若しくは学生のうちから専門委員会

ごとに委員長が選任するもので構成する。 

５ 専門委員会の議事その他専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員

会ごとに別に定める。 

６ 専門委員会を設置し、廃止し、又は変更する場合は、運営委員会の承認を

得るものとする。 

 

（報告会） 

第１８条 本コンソーシアムは、会員を対象に、本コンソーシアムの活動内容

及び成果に関する報告会を年１回以上開催する。 

 

（会計） 

第１９条 本コンソーシアムの会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月

３１日までとする。 

２ 本コンソーシアムの会費（共通経費を除く。）による収入は、本コンソーシ

アムの運営によって実現したもののみを当該収入のあった会計年度の収益と

して計上し、これ以外のものは、翌会計年度に繰り越して使用することがで

きる。 

 

（責任範囲） 

第２０条 会員間における情報交換、取引及び契約等は、会員が自己の名義及

び計算で行うものとし、本学は何らの保証又は責任を負わない。 

２ 会員による法令若しくは公序良俗に反する行為又は第三者の権利侵害が会

員の責に帰すべき事由により発生したときは、会員がその責任において一切

を処理する。 

 

（著作権） 

第２１条 本コンソーシアムの活動の過程において新たに作成した著作物の著



 

作権に関する取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）会員が単独で作成した著作物の著作権  原則として当該会員に帰属す

る。 

（２）会員間又は会員並びに本学の教職員及び学生が共同で作成した著作物の

著作権  当該作成者間での共有とする。 

２ 前項の定めにかかわらず、本コンソーシアム及び会員並びに本学の教職員

及び学生は、本コンソーシアムの活動及びその公開に必要な範囲において、

前項に定める著作物を無償で使用することができ、前項の著作物の著作者は、

著作者人格権を行使しない。 

３ 第１項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれているときは、当該著

作物の作成者は、本コンソーシアム及び会員並びに本学の教職員及び学生に

よる使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。 

４ 一又は複数の会員が、単独で、又は共同して、本コンソーシアムの活動の

範囲外で行う本コンソーシアムに関する行為については、この条の定めは適

用されない。 

 

（知的財産権等） 

第２２条 本コンソーシアムの活動の過程において新たに生じた発明、考案又

は意匠（以下この条において「発明等」という。）に係る権利（以下この条に

おいて「知的財産権等」という。）の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

（１）会員が単独で成した知的財産権等  原則として当該発明等を成した当

該会員に帰属する。 

（２）会員間又は会員並びに本学の教職員及び学生が共同で成した知的財産権

等  当該発明等を成した者間での共有とし、その持分割合及び出願手続

等については共有者間で協議して定める。 

 

（秘密の保持） 

第２３条 会員並びに本学の教職員及び学生は、本コンソーシアム活動の過程

において、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た技術上及び営

業上の一切の情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの（次項にお

いて「秘密情報」という。）を本コンソーシアムの活動以外の目的に使用して

はならない。 

（１）「秘」等秘密である旨の表示を付した図面、技術資料等文書又は電子媒体

により開示される情報 

（２）口頭で開示される情報であって、開示の際に秘密である旨明示され、開

示後１５日以内に開示内容が記載され、かつ「秘」等秘密の旨の表示を付

した文書で提供された情報 

（３）試料、サンプルその他物で開示される情報であって、開示の際に秘密で

ある旨明示され、開示後１５日以内に当該物を特定できる内容が記載され、

かつ「秘」等秘密の旨の表示を付した文書が提供された当該物に係る情報 

２ 会員並びに本学の教職員及び学生は、秘密情報を開示又は漏えいしてはな



 

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限り

でない。 

（１）開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明でき

る情報 

（２）開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報 

（３）開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

（４）正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 

（５）相手方から開示された情報によることなく独自に開発し、又は取得して

いたことを証明できる情報 

（６）書面により事前に相手方の同意を得た情報 

 

（個人情報の取扱い） 

第２４条 会員並びに本学の教職員及び学生は、本コンソーシアムの活動の過

程において委託又は提供を受けた個人情報について、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）その他関連する法令等のもと、委託又は

提供をした者が定めた目的の範囲内で利用するものとし、第三者に提供し、

開示し、漏えいし、又は他の目的に利用してはならない。会員が、会員資格を

失った後においても同様とする。 

 

（権利譲渡の禁止） 

第２５条 会員は、本学の書面による事前の承認を得ることなく、会員として

有する権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡する、担保に供する等一

切の処分をしてはならない。 

 

（要領の改廃） 

第２６条 この要領を改廃しようとするときは、運営委員会の承認を得て、学

長が決定する。 

 

（雑則） 

第２７条 この要領に定めるもののほか、本コンソーシアムの実施に関し必要

な事項は別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要領は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、第９条の規定は、令

和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和５年１１月２９日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 



 

別表（第８条、第９条関係） 
 

 

会員の種別、特典及び会費 

 

会員種別 特典 
会費（年額） 

（消費税を除く。） 

法人会員 

（特別会員） 

（１）本学の教員がその研究及び技術上の専

門的知識に基づき行う科学技術相談及び

産官学連携支援 

（２）本学が提供する授業科目（本コンソー

シアムが指定するものに限る。）の無料聴

講 

（３）本学が行う各種イベントにおける出展

料、参加料等の優待 

（４）本コンソーシアムが行う各種セミナー

等の無料参加 

５００,０００円 

法人会員 

（一般会員） 

（１）本学が行う各種イベントにおける出展

料、参加料等の優待 

（２）本コンソーシアムが行う各種セミナー

等の無料参加 

１００,０００円 

個人会員 本コンソーシアムが行う各種セミナー等の無

料参加 

 １０,０００円 

 

  



 

別紙様式第１号（第７条関係） 
（元号）  年  月  日 

 

 

 ＮＡＩＳＴグリーンエコノミーコンソーシアム 御中 

 

 

入 会 申 込 書 

 

 

（申込者）  

 団体名  

 所在地  

 役職・氏名              印 

 

 

 ＮＡＩＳＴグリーンエコノミーコンソーシアムの目的に賛同し、下記のとおり入会を申

し込みます。 

 なお、入会に当たっては、奈良先端科学技術大学院大学グリーンエコノミーコンソーシ

アム実施要領を遵守します。 

 

記 

 

 

１．会員種別  □ 法人会員（特別会員） 

 □ 法人会員（一般会員） 

 □ 個人会員 

 

２．会員情報 （１）団体名  

 （２）所在地  

 （３）代表者役職・氏名  

 

３．担当者情報 （１）所属・役職  

 （２）氏名  

 （３）連絡先 

   （E-mail、電話番号） 

 

 

４．入会希望日 （元号）  年  月  日  

 

 ※この入会申込書と併せて、本コンソーシアムに参加される個人の一覧（任意様式。所

属、役職、氏名等を記載。）を提出ください。 

 ※個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関連する法令等に基

づき、提供された個人情報は、本コンソーシアムの活動及び本学が行う各種関連イベ

ントの案内のために使用し、当該目的以外には使用しません。  



 

別紙様式第２号（第８条関係） 

（元号）  年  月  日 

 

 ＮＡＩＳＴグリーンエコノミーコンソーシアム 御中 

 

 

会 員 種 別 変 更 申 込 書 

 

 

（申込者）  

 団体名  

 所在地  

 役職・氏名              印 

 

 

 奈良先端科学技術大学院大学グリーンエコノミーコンソーシアム実施要領の定めに基づ

き、下記のとおり会員の種別の変更を申し込みます。 

 

 

記 

 

 

 

１．会員種別 

＜現 在＞ 

 □ 法人会員（特別会員） 

 □ 法人会員（一般会員） 

＜変更後＞ 

 □ 法人会員（特別会員） 

 □ 法人会員（一般会員） 

 

２．会員情報 （１）団体名  

 （２）所在地  

 （３）代表者役職・氏名  

 

３．担当者情報 （１）所属・役職  

 （２）氏名  

 （３）連絡先 

   （E-mail、電話番号） 

 

 

 

 ※個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関連する法令等に基

づき、提供された個人情報は、本コンソーシアムの活動及び本学が行う各種関連イベ

ントの案内のために使用し、当該目的以外には使用しません。 

 

  



 

別紙様式第３号（第１０条関係） 

（元号）  年  月  日 

 

 

 ＮＡＩＳＴグリーンエコノミーコンソーシアム 御中 

 

 

退 会 届 出 書 

 

 

（届出者）  

 団体名  

 所在地  

 役職・氏名              印 

 

 

 奈良先端科学技術大学院大学グリーンエコノミーコンソーシアム実施要領の定めに基づ

き、下記のとおり退会を届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１．会員種別  □ 法人会員（特別会員） 

 □ 法人会員（一般会員） 

 □ 個人会員 

 

２．会員情報 （１）団体名  

 （２）所在地  

 （３）代表者役職・氏名  

 

３．担当者情報 （１）所属・役職  

 （２）氏名  

 （３）連絡先 

   （E-mail、電話番号） 

 

 

４．退会日  □ 退会届出日 

 □ 退会届出日の属する会計年度の３月３１日 

 

 ※個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関連する法令等に基

づき、提供された個人情報は、本コンソーシアムの活動及び本学が行う各種関連イベ

ントの案内のために使用し、当該目的以外には使用しません。 

 


